
〈
海
と
島
の
道
〉の
視
点
か
ら
の

道
州
制

菅
田
正
昭
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い
わ
ゆ
る
〈
小
泉
改
革
〉
の
一
環
と
し
て
、
南
北
に
長
く
連
な
る

弧
状
列
島
を
、
吹
き
す
さ
び
に
吹
き
荒
れ
た
〈
平
成
の
大
合
併
〉。

世
紀
末
の
平
成
一
四
（
一
九
九
九
）
年
三
月
末
の
時
点
で
全
国
三
二
三

二
市
町
村
が
七
年
後
の
一
八
（
二
〇
〇
六
）
年
四
月
に
は
一
八
二
〇
市

町
村
（
平
成
二
一
年
五
月
現
在
一
七
七
六
市
町
村
）
に
な
っ
て
い
る
。
猛

威
を
ふ
る
っ
た
合
併
の
嵐
も
収
束
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
総
務

省
は
平
成
二
二
年
三
月
二
三
日
ま
で
に
一
七
六
〇
市
町
村
に
な
る
と

予
想
し
て
い
る
。

現
在
の
村
の
数
は
一
九
一
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
フ
リ
ー

百
科
事
典
『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
（W

ikipedia

）』
の
「
日
本
の
市
町
村

の
配
置
分
合
」
に
よ
れ
ば
、
合
併
前
の
平
成
一
四
年
四
月
一
日
時
点

と
本
年
（
平
成
二
一
年
）
五
月
五
日
時
点
を
比
較
す
る
と
、
市
は
六
七

一→

七
八
三
（
一
一
二
市
の
増
）、
町
は
一
九
九
〇→

八
〇
二
（
一
一
八

八
町
の
減
）、
村
は
五
六
八→

一
九
一
（
三
七
七
村
の
減
）
と
な
っ
て
い

る
。
増
減
率
だ
と
、
市
が
一
七
％
増
、
町
が
六
〇
％
減
、
村
が
六

海
と
島
の
日
本
・
Ⅵ

特
集

平
成
の
大
合
併
を
経
て
村
の
数
が
激
減
し
た
。
村
を
消
す
こ
と
が
、
あ
た
か
も
合
併
の
目
的
で

あ
っ
た
か
の
よ
う
だ
が
、
古
く
か
ら
地
方
自
治
の
基
盤
は
ム
ラ
（
村
）
に
あ
っ
た
。
新
た
な
合

併
を
促
す
べ
く
「
道
州
制
」
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
ム
ラ
な
く
し
て
自
治
は
成
り
立
た
な
い
。

道
州
制
を
考
え
る
と
き
、
〈
海
の
道
〉
を
視
座
に
入
れ
た
「
離
島
府
」
構
想
の
将
来
性
、
そ
れ

が
意
味
す
る
も
の
を
考
察
す
る
。

と
り
わ
け「
村
」を
激
減
さ
せ
た

平
成
の
大
合
併
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六
％
減
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
菅
沼
栄
一
郎
『
村
が
消
え
た
―
平
成

大
合
併
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』（
祥
伝
社
新
書
、
二
〇
〇
五
年
）
の
「
は

じ
め
に
」
の
、
ま
さ
に
、
第
一
行
目
を
「
村
が
消
え
つ
つ
あ
り
ま
す
」

と
書
き
出
し
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、〈
平
成
の
大
合

併
〉
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
《
村
を
消
す
》
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。

ち
な
み
に
、
離
島
を
抱
え
る
市
町
村
の
数
を
見
て
み
る
と
、
同
じ

く
、
市
は
五
四→

七
〇
（
一
六
市
の
増
）、
町
は
一
二
二→

四
四
（
七
八

町
の
減
）、
村
は
四
五→

二
四
（
二
一
村
の
減
）
と
な
っ
て
い
る
。
全
国

離
島
振
興
協
議
会
の
会
員
数
も
二
二
九→
一
三
九
（
九
〇
の
減
）
と
な

っ
て
お
り
、
合
併
に
と
も
な
う
首
長
（
特
に
町
村
長
）
と
地
方
議
員
数

の
減
少
は
国
政
に
対
す
る
圧
力
と
い
う
点
で
は
弱
く
な
っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
わ
が
国
に
は
、
明
治
維
新
の
時
点
で
は
「
村
」
し
か

な
か
っ
た
。
そ
う
書
く
と
、
大
江
戸
「
八
百
八
町
」
が
あ
る
で
は
な

い
か
、
と
反
論
さ
れ
そ
う
だ
が
、
こ
の
場
合
の
「
町
」
と
は
、
い
わ

ゆ
る
〝
江
戸
市
中
〞（
市
街
地
）
の
中
の
、
江
戸
町
奉
行
が
支
配
す
る

地
域
と
し
て
の
「
町
地
」
の
義
で
あ
る
。「
八
百
八
」
の
ほ
う
は
嘘

八
百
じ
ゃ
あ
な
い
け
れ
ど
、「
た
く
さ
ん
」
と
い
う
意
味
で
の
数
字

で
あ
り
、
東
京
都
公
文
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
延
享
年

間
（
一
七
四
四
〜
一
七
四
七
）
に
は
一
六
七
八
ヶ
町
を
数
え
た
と
い
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
地
名
と
し
て
の
「
町
」
は
た
し
か
に
存
在
し
た
の

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
の
村
と
は
行
政
村
で
は
な
く
、
自
然
村
と

し
て
の
ム
ラ
で
あ
る
。
明
治
初
年
で
約
一
八
万
以
上
の
自
然
村
が
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
の
市
町

村
制
施
行
の
直
前
の
明
治
二
一
年
末
で
七
万
一
三
一
四
へ
と
整
理
さ

れ
た
。
実
は
、
こ
の
数
字
は
今
日
の
、
全
国
に
点
在
す
る
神
社
数
の

約
八
万
社
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。

若
干
の
時
間
差
は
あ
る
も
の
の
、
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
に
全

国
で
一
九
万
以
上
も
あ
っ
た
神
社
が
明
治
末
年
に
は
約
一
一
万
へ
と

減
少
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
明
治
二
一
年
四
月
二
五
日
に
公
布
さ
れ
、

あ
く
る
二
二
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
「
市
町
村
制
」
が
あ
る
。

神
社
の
場
合
、
そ
こ
に
「
一
村
一
社
」
の
制
度
が
加
味
さ
れ
る
。
一

つ
の
自
然
村
に
一
社
あ
っ
た
神
社
を
、「
市
町
村
制
」
施
行
直
前
の

村
の
数
ま
で
統
合
さ
せ
よ
う
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

神
社
統
合
と
町
村
合
併
は
車
の
両
輪
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
わ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、
神
社
統
合
の
場
合
は
ス
ム
ー
ス
に
は
進
ま
ず
、

昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
の
日
本
の
〈
敗
戦
〉
に
よ
っ
て
、
明
治
の

神
社
政
策
は
数
字
的
に
は
実
現
し
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
総
務
省
自
治
行
政
局
合
併
推
進
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

よ
れ
ば
、
明
治
二
二
年
の
市
町
村
制
（
厳
密
に
い
え
ば
「
市
制
」
と
「
町

村
制
」
で
あ
る
）
の
発
足
の
と
き
は
、
三
九
市
、
一
万
五
八
二
〇
町
村

特集 海と島の日本・Ⅵ

地
方
自
治
の
基
盤
だ
っ
た

「
村
」の
存
在
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（
計
一
万
五
八
五
九
）
へ
と
合
併
が
進
ん
で
い
る
。
一
気
に
約
五
分
の

一
へ
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
〈
明
治
の
大
合
併
〉
で
あ

る
。
総
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
「
町
村
制
」
と
い
う
こ
と
で
「
町
」

と
「
村
」
を
分
け
て
い
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
「
村
」
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
に
は
九
一
市
、
一
二
四
二

町
、
一
万
九
八
二
村
（
計
一
万
二
三
一
五
）
と
、「
町
」
が
出
て
く
る
。

「
町
」
が
名
実
と
も
に
登
場
し
て
き
た
の
は
、
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）

年
五
月
公
布
の
「
郡
制
」
が
、
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
原
敬
内
閣

の
と
き
、
廃
止
の
方
向
が
う
ち
出
さ
れ
、
そ
れ
を
う
け
て
大
正
一
二

年
に
郡
会
が
、
大
正
一
五
年
に
郡
役
所
と
郡
長
（
官
選
）
が
廃
止
さ

れ
た
こ
と
の
影
響
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
郡
」
の
桎

梏
が
消
滅
し
た
こ
と
に
と
も
な
い
、「
町
村
」
と
括
ら
れ
て
い
る
も

の
の
、「
町
」
は
「
村
」
よ
り
も
上
位
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、

村
の
合
併
に
よ
る
「
町
」
が
成
立
し
て
い
き
、
終
戦
直
後
の
昭
和
二

〇
年
一
〇
月
に
は
、
二
一
〇
市
、
一
七
九
七
町
、
八
五
一
八
村
が
出

現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
、「
地
方
自
治
体
」
は
村→
町

→

市
へ
と
〈
進
化
〉
し
て
い
く
、
と
い
う
定
式
が
成
立
し
て
い
っ
た

も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
か
ら
市
∨
町
∨
村
と
い
う
、
す
な
わ
ち
、
大
き
い
こ
と
は
い

い
こ
と
だ
、
と
い
う
発
展
概
念
が
生
じ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
か

ら
市
は
町
を
、
町
は
村
を
見
下
す
、
と
い
う
風
潮
が
出
て
き
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
地
方
自
治
の
基
礎
は
〈
村
〉
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
本
来
は
村
∪
町
・
市
な
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
村
の
な
か
に
町
や
市
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
明
治
の
町
村
制
の
発
足
以
前
に
も
「
町
」
は
存
在
し

て
い
た
。
江
戸
の
場
合
だ
が
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
を
見
る
と
、

豊と

島し
ま

郡
麻
布
領
の
麻
布
町
・
桜
田
町
・
龍
土
町
・
今
井
町
・
飯
倉

町
・
芝
金
杉
町
・
本
芝
町
・
渋
谷
宮
益
町
、
野
方
領
の
市
ヶ
谷
町
・

牛
込
肴
町
、
峡は

け

田た

領
の
山
谷
町
・
橋
場
町
・
山
之
宿
町
・
谷
中
町
、

戸
田
領
の
関
口
町
・
小
日
向
町
、
淵
江
領
の
小
塚
原
町
・
中
村
町
な

ど
の
「
町
」
が
見
え
る
。
こ
の
ほ
か
、
大
江
戸
周
辺
部
の
荏え

原ば
ら

郡
や
、

葛か
つ

飾し
か

郡
の
村
々
の
中
に
も
「
小
名
」
と
し
て
の
「
町
」
名
が
出
て
く

る
。た

と
え
ば
、
荏
原
郡
品
川
領
南
品
川
宿
の
天
王
横
町
、
後
路
町
、

南
馬
場
町
、
三
軒
家
町
、
北
品
川
宿
だ
と
陣
屋
横
町
、
北
馬
場
町
、

竹
屋
横
町
な
ど
の
町
が
小
名
と
し
て
載
っ
て
い
る
。
ま
た
、
荏
原
郡

麻
布
領
白
金
村
に
は
白
銀
台
町
、
白
銀
猿
町
も
あ
る
。
ま
た
、
南
品

川
に
は
単
独
で
南
品
川
猟
師
町
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は

「
南
品
川
宿
一
町
目
の
出
崎
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

南
品
川
宿
に
は
一
〜
四
町
目
、
北
品
川
宿
に
は
一
〜
三
町
目
ま
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
小
名
と
し
て
の
「
町
目
」
や
「
町
」
は
今
日
の
「
…

丁
目
」
に
近
い
感
覚
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と

は
、
江
戸
市
中
の
朱
印
内
の
町
地
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
は
な
い

か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
こ
で
、
村
の
内
か
ら
町
や
市
が
発
生
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
て

い
く
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
源
を
見
て
お
こ
う
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
村
は
ム
ラ
（
群
）
と
同
源
の
コ
ト

バ
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
人
が
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を

ム
ラ
（
村
）
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

一
方
、『
広
辞
苑
』
に
よ
れ
ば
、
町
は
「
①
田
の
広
さ
や
区
画
の

単
位
。
②
宮
殿
ま
た
は
邸
宅
の
内
の
区
画
。
特
に
、
い
く
つ
か
の
殿

舎
な
ど
の
連
な
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
。
③
人
家
の
密
集
し
て

い
る
所
を
、
道
路
で
分
け
た
一
区
域
の
称
。
市
坊
。
④
（「
街
」
と
も

書
く
）
商
店
の
立
ち
並
ん
だ
繁
華
な
土
地
。
市
街
。
⑤
区
分
。
階
層
。

等
級
。
⑥
地
方
公
共
団
体
の
一
。
市
に
つ
ぎ
村
よ
り
大
き
い
も
の
。

町
（
ち
ょ
う
）。
⑦
市
・
区
を
構
成
す
る
、
市
街
の
小
区
分
。
物
を
売

る
店
。
⑧
遊
里
の
外
」
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
マ
チ
（
町
）
の
原
義
は
、
あ
る
区
画
の
中
に
人
家
が

密
集
し
て
い
る
場
所
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
マ
チ
と
は

あ
る
種
の
「
区
画
」
の
連
な
り
の
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

形
の
連
な
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
マ
チ
ガ
タ
と
い
う
が
、『
広
辞
苑
』

は
「
ま
ち
・
が
た
（
町
形
）
鹿
の
肩
骨
ま
た
は
亀
の
甲
を
焼
い
て
占

い
に
用
い
る
と
き
に
で
き
る
ひ
び
割
れ
の
線
。『
卜
』
の
字
は
そ
の

象
形
。
ま
ち
」
を
上
げ
て
い
る
。
古
神
道
で
は
「
真
霊
形
」
と
も
書

く
。
す
な
わ
ち
、
村
の
中
に
偶
然
、
出
来
上
が
っ
た
ひ
び
割
れ
の
線

の
よ
う
な
区
画
に
人
家
が
密
集
し
て
出
来
た
の
が
町
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
マ
チ
に
は
「
待
ち
」
の
義
も
あ
る
。『
広
辞
苑
』
も
気
が
付

い
て
い
る
が
、
神
の
出
現
を
人
々
が
待
っ
て
マ
ツ
リ
＝
祭
り
を
行
な

っ
た
こ
と
で
、
人
々
も
集
ま
り
始
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
意
味
で
は
「
市
」
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
市

を
イ
チ
と
訓よ

み
た
い
。
イ
チ
の
語
源
は
イ
ツ
ク
（
斎
く
）
の
イ
ツ
と

同
根
の
√it
で
あ
る
。
青
森
県
の
恐
山
で
口
寄
せ
を
す
る
巫
女
の
こ
と

を
イ
タ
コ
と
い
う
が
、
こ
の
イ
タ
コ
も
√it
か
ら
発
し
て
い
る
。
ま
た
、

沖
縄
の
ユ
タ
の
場
合
もita→

iu
ta→
y
u
ta

の
音
韻
変
化
で
あ
り
、
語

源
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
村
の
中
の
神
が
斎
き
祀
ら
れ

て
い
る
場
所
に
、
祭
り
が
あ
る
と
き
は
、
人
び
と
が
集
ま
っ
て
く
る
。

祭
礼
や
縁
日
の
と
き
、
そ
れ
を
目
当
て
に
立
つ
の
が
「
市
」
で
、
古

代
に
は
性
的
饗
宴
の
歌
垣
も
開
か
れ
た
。
ふ
だ
ん
は
閑
散
と
し
た
場

所
で
あ
っ
て
も
、
市
が
立
つ
と
、
人
び
と
で
賑
わ
う
の
で
あ
る
。
五

日
市
・
八
日
市
・
十
日
市
な
ど
地
名
に
市
（
イ
チ
）
が
残
っ
て
い
る

と
こ
ろ
は
、
そ
う
し
た
イ
チ
か
ら
発
し
た
町
や
市
で
あ
る
。

い
う
な
ら
ば
、
村
の
中
の
ご
く
限
ら
れ
た
場
所
か
ら
町
や
市
が
勃

興
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
村
な
く
し
て
は
町
や
市
も

な
い
わ
け
で
あ
る
。
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
市
の
増
加
に
よ
っ
て
、

そ
の
根
底
に
あ
っ
た
〈
村
〉
の
文
化
が
急
速
に
失
わ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。
た
と
え
村
が
減
っ
て
も
村
の
文
化
が
遺
っ
て
お
れ
ば
ま
だ
し

も
、
今
は
そ
れ
が
危
う
い
の
だ
。
ム
ラ
の
中
の
、
本
来
の
マ
チ
や
イ
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生
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出
し
て
き
た「
村
」の
文
化
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チ
の
文
化
が
失
わ
れ
、
ム
ラ
が
限
界
集
落
化
し
始
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
マ
チ
や
イ
チ
を
形
成
し
た
道
も
消
え
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
現
在
、
村
が
な
い
県
が
一
三
県
あ
る
。
菅
沼
栄
一
郎

に
よ
れ
ば
、「
都
道
府
県
別
に
見
る
と
、
兵
庫
県
と
香
川
県
は
昭
和

中
期
に
は
村
が
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
の
合
併
で
こ
れ
に

加
え
て
、
栃
木
、
石
川
、
福
井
、
静
岡
、
三
重
、
滋
賀
、
山
口
、
愛

媛
、
広
島
、
佐
賀
、
長
崎
の
一
一
県
で
村
が
消
え
、
合
わ
せ
て
一
三

県
が
『
無
村
県
』
に
な
り
ま
し
た
」（
既
出
）
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

瀬
戸
内
海
の
島
々
か
ら
村
が
消
え
た
わ
け
で
あ
る
。

〝
合
併
〞
の
、
と
り
あ
え
ず
の
収
束
で
、
再
び
聴
こ
え
始
め
て
き
た

の
が
道
州
制
の
問
題
で
あ
る
。〈
平
成
の
大
合
併
〉
が
た
け
な
わ
の

頃
、
群
馬
県
利
根
郡
川
場
村
と
東
京
都
世
田
谷
区
の
間
で
合
併
構
想

が
持
ち
上
が
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
埼
玉
県
を
飛
び
越

え
て
の
合
併
は
、
構
想
だ
け
で
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
同
じ

道
州
の
枠
な
ら
可
能
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
当
然
、
そ
う
い
う

越
境
合
併
が
各
地
で
実
現
さ
れ
れ
ば
、
現
在
の
都
道
府
県
は
無
化
さ

れ
、
か
つ
て
の
「
郡
」
と
同
じ
位
相
に
な
っ
て
し
ま
う
。
都
道
府
県

が
そ
れ
を
理
解
し
て
道
州
制
の
方
向
へ
進
む
な
ら
、
そ
れ
は
自
治
行

政
レ
ベ
ル
で
の
、
ま
さ
に
構
造
改
革
で
あ
る
。

か
つ
て
対
馬
の
福
岡
転
県
運
動
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
戦
後
間
も

な
く
の
昭
和
二
一
年
五
月
一
七
日
か
ら
一
九
日
ま
で
開
か
れ
た
対
馬

総
町
村
組
合
会
（
全
島
町
村
の
議
員
代
表
と
町
村
長
で
構
成
）
が
全
会
一

致
で
対
馬
の
福
岡
県
へ
の
転
県
を
議
決
し
た
。
な
に
し
ろ
、「
県
庁

所
在
地
の
長
崎
市
へ
行
く
た
め
に
は
、
福
岡
―
佐
賀
と
二
県
を
経
由

せ
ね
ば
な
ら
な
い
不
便
が
あ
る
た
め
」（
斉
藤
隼
人
『
国
境
線
　
対
馬
』

対
馬
新
聞
社
、
昭
和
五
〇
年
七
月
三
版
）
で
あ
る
。
し
か
も
、
航
路
、
経

済
も
福
岡
県
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
昭
和
二
八
年
七
月
二
二
日

公
布
の
離
島
振
興
法
は
、
壱
岐
・
対
馬
の
そ
う
し
た
不
満
へ
の
対
応

で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
道
州
制
を
導
入
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
問
題
も
解
決
で

き
る
。「
九
州
道
」
な
の
か
「
西
海
道
」
な
の
か
名
称
は
わ
か
ら
な

い
が
、
同
じ
九
州
と
い
う
こ
と
で
解
決
す
る
わ
け
で
あ
る
。
転
県
は

合
併
で
は
な
い
が
、
道
州
制
は
新
た
な
る
合
併
を
誘
発
す
る
可
能
性

が
高
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
も
問
題
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
福
岡
県
北
九
州
市
と
隣
接
す
る
山
口
県
下
関
市
は
深

い
連
携
に
あ
る
。
人
口
的
に
は
山
口
県
最
大
の
市
で
あ
り
な
が
ら
、

北
九
州
市
下
関
区
と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
隣
接
す
る
道
州
の

中
の
市
町
村
を
、
ど
う
扱
う
か
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
道
州
制
が

最
後
の
切
り
札
に
は
な
り
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。

合
併
に
せ
よ
、
道
州
制
に
せ
よ
、
そ
の
根
底
に
は
基
礎
自
治
体
数

三
〇
〇
構
想
が
あ
る
。
こ
れ
は
民
主
党
の
一
部
が
言
い
出
し
た
も
の

ら
し
い
が
、
そ
の
根
拠
は
江
戸
時
代
、
徳
川
幕
府
が
三
〇
〇
藩
で
形

成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
た
し
か
に
、
明
治
四
（
一

新
た
な
合
併
を
誘
発
す
る

「
道
州
制
」
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八
七
一
）
年
七
月
一
四
日
の
廃
藩
置
県
は
、
三
府
三
〇
二
県
で
ス
タ

ー
ト
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
県
は
、
旧
来
の
藩
を
そ
の
ま
ま
県
に

置
き
換
え
た
も
の
で
、
知
藩
事
に
は
藩
主
が
就
任
し
て
い
る
。

実
は
、
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
藩
の
領
地
と
い
う
の
は
、
入
れ
子

細
工
と
い
う
か
、
実
に
複
雑
な
飛
地
が
入
り
組
ん
だ
、
モ
ザ
イ
ク
状

態
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
有
力
大
名
の
場
合
は
い
ち
い
ち
挙
げ

な
い
が
、
全
国
各
地
に
分
散
し
て
領
地
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
対
馬
の
宗
家
（
一
〇
万
石
）
は
、
対
馬
国
一
円
の
ほ
か
、

肥
前
国
基
肆

き

い

郡
（
佐
賀
県
鳥
栖
市
周
辺
）
二
一
ヶ
村
（
七
五
五
六
石
六
斗
二

升
）と
、
同
養
父
郡（
同
じ
く
鳥
栖
市
周
辺
）
一
〇
ヶ
村
（
四
二
八
三
石
三
斗

八
升
）
を
持
っ
て
い
た
。
平
戸
の
松
浦
家
の
場
合
は
、
壱
岐
国
一
円

（
一
万
七
七
二
九
石
）
肥
前
国
松
浦
郡
（
平
戸
島
ほ
か
離
島
が
多
い
）
三
六

ヶ
村
（
三
万
七
七
〇
一
石
）
・
同
彼
杵

そ
の
き

郡
（
佐
世
保
周
辺
）
五
ヶ
村
（
六
二

七
〇
石
）
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
壱
岐
と
対
馬
は
長
崎
県
や
福

岡
県
で
は
な
く
、
明
治
維
新
以
前
の
関
係
性
で
い
け
ば
佐
賀
県
に
編

入
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

道
州
制
の
〝
道
〞
は
、
も
ち
ろ
ん
ミ
チ
の
こ
と
で
あ
る
。
律
令
制

の
五
畿
七
道
の
〝
道
〞
で
あ
る
。
そ
れ
は
道
路
で
あ
る
と
と
も
に
、

古
代
日
本
の
広
域
的
地
方
行
政
の
区
画
の
呼
び
名
で
も
あ
っ
た
。
こ

こ
で
五
畿
（
畿
内
と
も
い
う
）
と
七
道
に
属
す
る
国
々
を
列
挙
し
て
み

た
い
。

●

【
畿
　
内
】
山
城
国
・
大
和
国
・
河
内
国
・
和
泉
国
・
摂
津
国

【
東
海
道
】
伊
賀
国
・
伊
勢
国
・
志
摩
国
・
尾
張
国
・
参
河
国
・

遠
江
国
・
駿
河
国
・
伊
豆
国
・
甲
斐
国
・
相
模
国
・

武
蔵
国
・
安
房
国
・
上
総
国
・
下
総
国
・
常
陸
国

【
東
山
道
】
近
江
国
・
美
濃
国
・
飛
騨
国
・
信
濃
国
・
上
野
国
・

下
野
国
・
陸
奥
国
・
出
羽
国

【
北
陸
道
】
若
狭
国
・
越
前
国
・
加
賀
国
・
能
登
国
・
越
中
国
・

越
後
国
・
佐
渡
国

【
山
陰
道
】
丹
波
国
・
丹
後
国
・
但
馬
国
・
因
幡
国
・
出
雲
国
・

石
見
国
・
隠
岐
国

【
山
陽
道
】
播
磨
国
・
美
作
国
・
備
前
国
・
備
後
国
・
安
藝
国
・

周
防
国
・
長
門
国

【
南
海
道
】
紀
伊
国
・
淡
路
国
・
阿
波
国
・
讃
岐
国
・
伊
豫
国
・

土
佐
国

【
西
海
道
】
筑
前
国
・
筑
後
国
・
豊
前
国
・
豊
後
国
・
肥
前
国
・

肥
後
国
・
日
向
国
・
大
隅
国
・
薩
摩
国
・
壹
岐
嶋
・

對
馬
嶋

●

古
代
の
道
州
制
だ
と
、
武
蔵
国
の
東
京
都
世
田
谷
区
と
、
上
野
国

の
群
馬
県
利
根
郡
川
場
村
と
の
合
併
構
想
は
越
道
合
併
と
い
う
こ
と

に
な
る
。〝
関
東
州
〞
と
か
〝
首
都
圏
道
〞
と
い
う
新
し
い
枠
で
も
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想
を
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創
ら
な
い
か
ぎ
り
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
古
代
の
道

州
制
を
今
日
の
情
勢
へ
適
用
で
き
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、

五
畿
七
道
の
区
分
は
東
海
道
・
南
海
道
・
西
海
道
の
海
が
象
徴
し
て

い
る
よ
う
に
、
海
と
川
を
基
軸
と
し
て
区
分
し
て
い
る
点
、
な
か
な

か
合
理
的
で
も
あ
る
の
だ
。

し
か
し
、
問
題
な
の
は
兵
庫
県
で
あ
る
。
兵
庫
県
は
摂
津
国
（
畿

内
）
、
丹
波
国
・
但
馬
国
（
山
陰
道
）
、
播
磨
国
（
山
陽
道
）
・
淡
路
国

（
南
海
道
）
の
三
道
五
国
の
地
域
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
く
に
、
古
代
か
ら
明
治
維
新
ま
で
阿
波
国
と
の
深
い
関
係
が
続
い

て
き
た
淡
路
国
（
淡
路
島
）
の
存
在
が
問
題
で
あ
る
。

明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
五
月
一
三
日
、
阿
波
国
徳
島
藩
の
出
城
の

洲
本
城
の
城
代
家
老
で
藩
の
筆
頭
家
老
で
も
あ
っ
た
稲
田
家
（
一
万

四
千
石
）
が
、
廃
藩
置
県
を
前
に
独
立
し
て
淡
路
国
洲
本
藩
を
設
立

し
よ
う
と
明
治
政
府
へ
は
た
ら
き
か
け
た
こ
と
か
ら
、
本
藩
の
蜂
須

賀
家
の
一
部
家
臣
が
洲
本
城
下
と
、
阿
波
国
美
馬
郡
脇
町
（
現
・
徳

島
県
美
馬
市
）
の
稲
田
屋
敷
を
襲
撃
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
稲

田
騒
動
と
も
庚
午

こ
う
ご

事
変
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
稲
田
家
の
祖
の
稲
田
植
元
は
、
夜
盗
的
野
武
士
か
ら
豊
臣
秀

吉
の
家
臣
を
経
て
大
坂
夏
の
陣
で
は
徳
川
方
に
つ
い
て
二
五
万
七
千

石
（
藍
・
煙
草
・
塩
を
含
め
る
と
、
実
質
は
四
〇
数
万
石
）
の
大
名
に
伸
し

上
が
っ
た
蜂
須
賀
小
六
の
義
兄
弟
で
、
生
前
の
秀
吉
か
ら
大
名
の
取

立
て
が
あ
っ
た
と
き
小
六
を
補
佐
し
て
い
く
た
め
、
そ
れ
を
断
っ
た

人
と
い
わ
れ
て
い
る
。
幕
末
の
時
点
で
は
蜂
須
賀
家
が
佐
幕
派
だ
っ

た
の
に
対
し
、
稲
田
家
は
尊
皇
派
で
あ
り
、
そ
う
し
た
歴
史
的
背
景

を
期
待
し
て
の
独
立
（
分
藩
）
構
想
だ
っ
た
が
、
こ
の
事
件
の
結
果
、

分
藩
は
認
め
ら
れ
ず
、
徳
島
県
の
設
立
の
際
、
淡
路
島
が
兵
庫
県
に

付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

古
代
の
交
通
体
系
か
ら
い
う
と
、
四
国
へ
渡
る
正
式
ル
ー
ト
は
、

菅田
すが た

正昭
まさあき

昭和20年東京生まれ。学習
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村役場職員、平成2年から5
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大
和
国
を
出
て
河
内
国
・
和
泉
国
・
紀
伊
国
を
通
り
、
加
太
の
湊
か

ら
淡
路
の
由
良
へ
渡
り
、
さ
ら
に
福
良
か
ら
鳴
門
海
峡
を
渡
っ
て
阿

波
へ
入
り
、
讃
岐
・
伊
豫
、
あ
る
い
は
土
佐
へ
至
る
、
と
い
う
の
が

通
常
の
コ
ー
ス
だ
っ
た
。
こ
れ
は
忌
部

い

ん

べ

氏
が
麻
種
を
植
え
る
た
め
、

「
沃よ

き
壌
と
こ
ろ

（
肥
沃
な
土
地
の
義
）
」（『
古
語
拾
遺
』）
を
求
め
て
の
移
動
の

道
程
で
も
あ
っ
た
が
、
阿
波
忌
部
は
黒
潮
を
下
っ
て
伊
豆
国
（
伊
豆

半
島
・
伊
豆
諸
島
）
経
由
で
安
房
国
へ
到
達
し
、
上
総
国
・
下
総
国
を

開
発
し
、
現
在
の
栃
木
県
・
茨
城
県
方
面
へ
も
進
出
し
て
い
る
。
将

来
の
道
州
制
を
考
え
る
と
き
も
、
こ
う
し
た
〝
海
の
道
〞（
海
道
）
の

視
点
は
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

道
州
制
の
問
題
で
今
、
一
番
の
白
熱
し
た
議
論
は
、
沖
縄
県
を

「
九
州
道
」（
仮
称
）
に
含
め
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
沖

縄
の
知
識
人
た
ち
は
独
自
の
《
道
》
設
立
を
模
索
し
て
い
る
よ
う
だ

が
、
こ
こ
に
奄
美
を
含
め
る
か
で
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
動
き
に
対
し
、
沖
縄
県
を
《
九
州
道
》
に
留
め
た
い
勢
力
は
道
都

を
沖
縄
県
に
譲
る
案
ま
で
検
討
し
て
い
る
と
い
う
。

か
つ
て
一
村
一
品
運
動
の
提
唱
者
で
あ
り
実
践
者
で
も
あ
っ
た
大

分
県
知
事
時
代
の
平
松
守
彦
氏
は
、
ゆ
る
や
か
な
〝
九
州
府
構
想
〞

を
抱
い
て
い
た
が
、
そ
れ
を
真
似
て
言
え
ば
、《
海
の
道
》
を
視
座

に
入
れ
た
〝
離
島
府
〞
構
想
も
あ
っ
て
良
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思

わ
れ
る
。
郵
政
改
革
と
い
う
劇
場
型
の
一
億
総
発
狂
の
激
情
の
中
で

陰
に
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
あ
の
こ
ろ
、
一
万
人
未
満
の
自
治
体

は
そ
の
存
続
を
許
さ
な
い
、
と
い
う
主
張
も
飛
び
交
っ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
日
本
の
根
底
で
あ
る
〝
村
〞
を
消
え
さ
せ
、
大
八
島
国
の

根
底
の
〝
島
〞
を
潰
せ
ば
、
海
洋
国
家
・
日
本
は
成
り
立
た
な
い
の

だ
、
と
い
う
こ
と
を
肝
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
■
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